
 

～弁護士の女房のつぶやき～ 

 ☺先日、スーパーで知り合いのおばさんを見かけたので、軽い 

気持ちで声をかけました。すると、そのおばさんは私を見てもすぐには誰だかが

わからないようで、しばらくして「あらーっ、誰かわからんかったが～。肥えた

ねェ～」。さらに追い討ちをかけるように「美味しいものばっかり食べよるっち

ゃろ～」と言ってきました。私は、その言葉がグサグサと胸に響き、「え～っ、

いやぁ、食べているのは子どもの残りものばかりで…。そうですか。そんなに変

わりましたか…。」とあまりのショックに言葉が出ない状況でした。よく考えて

みると、そういえば、最近、食欲は確かにある。体重計には乗っていない（いや、

意識して乗っていないのかも、電池がきれたままの状態）。毎晩、ビールを飲ん

でいる…。ああ、いけない。要因がいくつもある。そういえば、ある女優さんは

毎日決まった時間に体重計に乗り、少しでも増えていれば食事を減らすとか。う

～ん。私は女優ではないけど、今の服が着られなくなると困る。不経済。はい、

わかりました。今の生活を少しずつ変えていきます。まずは、体重計に乗り現実

を知ることからかな～。おばさんの言葉はとってもきつかったけれど、いただい

た言葉を教訓にして、頑張ります(^_^)。
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ご相談の方はまず電話にて時間を予約してくだ

さい。当事務所は、税理士会に入会し、ＴＫＣ会員

になりました。法律・税理業務と合わせ皆様のお役

に立ちたいと思っています。当事務所はお客様への

親切な対応を心がけています。 
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まだまだ寒い毎日ですが、水仙や沈丁花の甘い香りに春がそこまできて

いるのを感じます。待ち遠しいですね。 

今回の特集は、「裁判員制度２」です。裁判員になるとどんな仕事がある

のでしょうか、是非お読みください。 
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    ～ご存知ですか？ 

    裁判員制度について ② 

  裁判員制度は、刑事裁判に国民から選ばれた裁判員が参加する

制度です。今回は、裁判員になるとどんな仕事があるのか、果た

して法律に詳しくなくても判断ができるものなのか、などを考え

てみます。 

  

 裁判員に選ばれた場合、どのような仕事や役割があるのでしょうか。  

  裁判員候補者は、「呼び出し状」（裁判所からのお知らせ）を受け取

ると、指定された期日に裁判所に出向きます。そして、裁判官と一緒

に、刑事事件の法廷（公判）に立ち合い、判決までかかわることにな

りますが、多くの裁判員裁判は連日で開廷し数日（事件の多くは 5 日

前後ですが、まれに長期間に渡る裁判もあるようです）で終わるよう

になっています。これは、ポイントを絞った迅速な裁判が行われるよ

うに、裁判官、検察官、弁護人の三者で公判前手続きが行われるから

です。これはこれまでの裁判と違う点です（これまでの裁判は 1 か月

おきに時間をおいて行うことが多かったようです）。 

  公判では、証拠を見聞きして書類などを調べたり、証人や被告人に

質問が行われ、裁判員も証人に質問ができます。 

  証拠調べ終了後は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だ

とするとどのような刑にするのかを、裁判官と一緒に話し合い（評議）、

決定（評決）します。皆さんで評議しても、意見がまとまらなかった

場合は、評決は多数決となります。ただし、裁判員だけによる意見で

は被告人が有罪などの不利な判断はすることができません。この場合、

裁判官一人以上が多数意見に賛成していることが必要です。有罪の刑

に関する裁判員の意見は裁判官と同等の重さになります。  

 評決内容が決定すると、法廷で裁判長が判決を宣告します。この宣

告で裁判員の役割が終了します。裁判員になった方は、裁判所では名

前ではなく番号で呼ばれ、事件終了後には日当が支給されます。 

★裁判員に選ばれた場合の流れ 

 ①呼び出し状が届く➡②選任手続き 

➡③公判手続き➡④評議。評決 

➡⑤判決 

 

法律には詳しくありませんが、大丈夫でしょうか。 

裁判員制度で必要なことは、裁判官とは異なる皆さんの常識に基づい

た経験や知識です。有罪か無罪かの判断の前提としての法律的な知識が

必要な時は、その都度裁判官からわかりやすく説明がありますので心配

はいりません。 

 

   裁判員制度の実施状況について

 裁判員制度で扱われる事件は全国で毎年およそ 1,300 件前後で、その

内訳は、強盗致傷事件と殺人が全体の約半分を占め、続いて、傷害致死、

現住建造物放火、強制わいせつ、などとなっています（平成 27 年度デ

ータから）。 

裁判員制度は、地方裁判所で行われる刑事事件が対象になりますが、

刑事裁判の控訴審・上告審や民事事件、少年審判などは裁判員裁判の対

象からは外れています。刑事裁判は全国で毎日のように実施されていて、 

すべての刑事事件に裁判員制度を導入すると国民の負担が増すため、国

民の関心の高い重大な犯罪に限って裁判員制度を行うことになりました。 

国民の皆さんに裁判に参加してもらうことによって、司法をより身近に

感じ、信頼を寄せてもらうことが期待されています。 

裁判員を実際に体験された方の感想をみると、人生でこんなにものご

とを深く考えたことはないといっても過言ではない時間だったとか、裁

判員どうしの話しあいでは自分のほかの方との意見の違うところや裁判

官の意見など非常に為になったとか、国民の一人として裁判員は絶対に

受けるべきなどの前向きな意見が多いです。職場の理解も皆さんあった

ようで、特別有給休暇をもらえた方もあるなど、皆さんが裁判員を受け

ることによって社会の認識が変わり制度が浸透していくようです。 

 

参考  ｢裁判員制度｣‥最高裁判所 


